
第 ３ 部

参 議 院 沖 縄 県 選 挙 区 選 出 議 員 選 挙 及 び

参 議 院 比 例 代 表 選 出 議 員 選 挙

Ⅰ 共 通 事 項

令 和 元 年 ７ 月 ４ 日 公 示

令 和 元 年 ７ 月 ２ １ 日 執 行



月日 期日前 公示後

1 政治活動用ポスター等の掲示禁止期間の通知 法143⑯⑲ 1 選挙執行計画の決定

2 啓発宣伝計画（選挙啓発事業実施計画等）の決定及び実施 法６ 2 選挙事務分担計画の決定

3 選挙執行計画（事務処理計画）の決定 3 選挙執行経費の算出、予算執行計画の策定

4 選挙事務分担計画の決定 4 選挙啓発計画の決定及び実施 法６

5 選挙関係諸会議の計画 5 諸印刷物の調整、準備

6 各種事務処理要領等の確認及び決定 6 郵便等による在外投票の投票用紙等の発送開始 令65の11②、在規23

7 不在者投票指定施設等事務説明会(5/8,9,13) 7 繰り上げ投票に関する県選管への内申 法56、規57①

8 諸印刷物（参考冊子等）の調製、発注及び配付 8 法40,41の２、規34

9 市町村配付様式類の決定、発注及び配付

10 投票用紙の色、規格、紙質等及び配付計画の決定、発注及び配付 法45、規44 9

11 法172

10 開票管理者及び同職務代理者の内定 法61、令67

12 ポスター掲示場の区画数及ポスターを掲示することができる日の決定 法144の２、政12①② 11 投票立会人の内定(共通投票所及び期日前投票所を含む) 法38,41の２,48の2

13 12 投票所入場券の調製 令31、規37

13 投票区の変更及び設置の告示並びに県選管への報告 法17、規８

14 選挙長及び同職務代理者の選任[選挙区] 法75、令80,81 14 法39,41の２,48の２

15 選挙分会長及び同職務代理者の選任〈比例代表〉 法75、令80,81

16 政見放送の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定[選挙区] 放14 15 法18、規９

17 選挙公報[選挙区]の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定 法169⑥、政36

18 選挙公報〈比例代表〉の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定 法169⑥、政36 16 開票所の内定 法63

19 選挙会を行う日時及び場所の決定[選挙区] 法78 17 指定投票区及び指定関係投票区の告示並びに県選管への通知 法37⑦、令26

20 選挙分会を行う日時及び場所の決定〈比例代表〉 法78 18 指定在外選挙投票区の指定及び告示並びに県選管への通知 法30の３②、令23の２

21 法175③、政45 19 個人演説会等

(1) 指定会場(施設)の県選管への報告 法161、令121、政23

(2) 管理者からの会場使用予定表の提出、使用予定一覧表の作成 令118

22 選挙長の事務を行う場所の決定[選挙区] 規86 (3) 会場使用料の公表 令12１

23 選挙分会長の事務を行う場所の決定〈比例代表〉 規86 20 選挙関係会議等の計画、開催

24 選挙立会人を定めるくじを行うべき日時及び場所の決定[選挙区] 法76(準62②④⑥) (1) 県選管との事務打ち合わせ（市町村事務説明会）

25 法76(準62②④⑥) (2) 取締機関等関係機関との打合会

(3) 投票管理者、開票管理者等との打ち合わせ

26 候補者等の寄附の禁止の通知 法199の２,199の５ (4) 投票所事務従事者、開票所事務従者等への説明会

☆ (5) 委員会会議その他

21 法170

27 選挙特報の発行開始(5/29)

28 市町村事務説明会(5/29) 22 ポスター掲示場の総数を減少しようとする場合の県選管への協議 法144の2、政13

29 在外投票に必要な投票用紙等の物資の市町村選管への送付 23 ポスター掲示場設置場所の告示、県選管への報告 法144の2、政12

30 投票用紙の印刷・断裁・梱包・発送 24

31 投・開票速報体制の計画、投・開票実施計画の決定

32 各放送事業者等関係機関との政見放送打合会 25 投票箱、記載台等の点検・整備

33 立候補予定者事務説明会(6/10) 26 期日前投票事務従事者の決定、記載台等の設置

34 立候補の届出書類等（選挙公報掲載原稿含む。）の事前審査開始 27 不在者投票事務従事者の決定、記載台等の設置

35 総務省オンラインシステム投・開票速報リハーサル(１回目：6/20) 28

36 総務省オンラインシステム公示日リハーサル(6/21、6/27)

37 放２⑤⑥⑦ 29 投票(共通投票所を含む)及び開票に係る要領等の検討

30 開票の開始時間の内定 法64

38 31 開票所・開票時刻及び投・開票速報会場等の県選管への報告

32 開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び日時の内定 法62

39 繰り上げ投票を行う投票区及び投票期日の決定 法56、規57 33 総務省オンラインシステム投・開票速報リハーサル(１回目:6/20)

40 取締機関等関係機関との打合会 34 総務省オンラインシステム公示日リハーサル(6/21、6/27)

41 選挙執行経費市町村交付金の算出及び概算交付準備 35 投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う日時及び場所の
内定

法175

42 開票区の変更及び設定の承認並びに告示 法18、規９

43 開票開始時刻及び終了予定時刻の取りまとめ

44 個人演説会等の施設（公営施設）の指定告示 法161

1 投・開票速報等報道関係者説明会

1 令53①,59の４④

1 選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数の報告の受理及び公表 令22、規27 1

2 選挙運動に関する支出金額の制限額の算出[選挙区] 法194、令127

3 立候補の届出受付会場設営、受付事務リハーサル[選挙区] 2 法144の2、政12

令和元年７月21日執行(想定) 第25回参議院議員通常選挙　　事 務 日 程 表
県選挙管理委員会（選挙長・選挙分会長）の行う事務 根 拠 法 令 市町村選挙管理委員会の行う事務 根 拠 法 令

あ

ら

か

じ

め

投票所の開閉時刻の繰り上げ繰り下げの県選管への届出(共通投票
所を含む)

投票管理者及び同職務代理者の内定(共通投票所及び期日前投票
所を含む)

法37,41の２,48の2、
令24

選挙公報[選挙区]の規格等及び発行計画の決定並びに発注[選挙
区]〈比例代表〉

在外投票に必要な投票用紙等の物資の交付に係る投票用紙等交付
請求書兼受領書(市区町村分)の県選管への報告

投票関係(共通投票所を含む)及び開票関係の事務従事者の配置計
画等の決定

政見放送及び経歴放送実施計画の決定、政見放送を行うこととなる
一般放送事業者及び当該事業者の政見放送の回数の告示[選挙区]

選挙人名簿選挙時登録における被登録資格の決定の基準日の決定
並びに告示

法22③,30、令14②、
規12

候補者並びに推薦団体及び確認団体への交付物資等の決定、調整
及び発注[選挙区]

投票所の内定(共通投票所、期日前投票所、在外選挙人が期日前投
票をすることができる期日前投票所を含む)

開票区の変更及び設置(数町村の区域を合わせて１開票区を設置又
はこれを変更する場合は関係町村選管で要協議)の県選管への内申

投票記載所の参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院
名簿登載者の氏名の掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び
場所の決定〈比例代表〉

選挙分会立会人を定めるくじを行うべき日時及び場所の決定〈比例代
表〉

都道府県・指定都市選挙管理委員会委員長・書記長会議及び選挙
担当係長会議(5/24)

選挙公報[選挙区]〈比例代表〉の配布画の策定及び従事者等の決定
並びに配布方法の特例(新聞折り込みその他これに準ずる方法による
配布)に係る県選管への届出

7/1
（月）

20 (3)

7/2
（火）

19 (2)
不在者投票における投票用紙等の発送開始(市町村選管の定める
日、公示日前２日とすることが望ましい。)

7/3
（水）

18 (1)

選挙人名簿選挙時登録並びに選挙人名簿登録者数及び在外選挙人
名簿登録者数の報告

法22②、令22①、規
27

ポスター掲示場設置場所の告示、県選管への報告期限《設置期限》
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月日 期日前 公示後

☆ 選挙期日の公示 法32③ 1

1

2 投票所入場券の交付開始 令31①

2 選挙長及び同職務代理者の選任(住所及び氏名)の告示[選挙区] 法75、令80,81 3

3 法75、令80,81

4

4 繰り上げ投票を行う投票区に関する告示及び通知 法56、令46

5 政見放送の順序を定めるくじを行う日時及び場所の告示[選挙区] 放14 5

6 法169⑤、政36

6 開票管理者及び同職務代理者の選任並びに住所及び氏名の告示 法61、令67,68、規82

7 法169⑤、政36 7 期日前投票所の告示並びに期日前投票管理者への通知 法48の２(準41)、規33

8

8 法175、政45①

9 法41,41の２、規33

9 投票用紙の色の告示[選挙区] 法45②

10 投票用紙の色の告示〈比例代表〉 法45② 10 繰り上げ投票を行う投票区に関する投・開票管理者への通知 法56、令46

11 選挙運動に関する支出金額の制限額の告示[選挙区] 法196 11 法40,41の２、規34

12 ポスター掲示場にポスターを掲示することができる日の告示[小選挙区] 法144の2⑤

13 選挙会[選挙区]の場所及び日時の告示 法78 12 令92

14 選挙分会[比例代表]の場所及び日時の告示 法78

① 選挙長の事務を行う場所の告示[選挙区] 規86 13 開票の場所及び日時の告示並びに県選管への報告 法64、規68

② 選挙立会人(選挙会)を定めるくじを行うべき場所及び日時の告示 法76,62⑥ 14 開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び日時の告示 法62⑥

➊ 選挙分会長の事務を行う場所の告示〈比例代表〉 規86 15 候補者によるポスター掲示場へのポスターの掲示開始[選挙区] 法144の2⑤

➋ 選挙立会人(選挙分会)を定めるくじを行うべき場所及び日時の告示 法76,62⑥ 16 候補者からの開票立会人の届出の受理開始 法62

③ 法86の４、令92 17 法163、令112、政24

15 候補者に対する諸物資等の交付 18 候補者からの選挙事務所の設置（異動）届出の受付開始 法130、令108、政３

16 選挙公報掲載文[選挙区]の申請の受付開始 法168①、政31 19 法175、政45

17 候補者からの各種届出の受理開始

18 推薦団体確認申請書の受付開始 法201の４、令129の２ 20 法175③

19 推薦団体に対する諸物資等の交付 法201の４

20 政談演説会の開催の届出の受付開始 法201の11② 21 県選管からの名簿届出政党等の名称等に関する通知の受理 令92⑧(準⑥)

21 政談演説会の告知用立札及び看板の類の表示証(ステッカー)の交付 法201の11⑧、政64 22 法175

22 政見放送の申込受付、放送順序を定めるくじの執行及び結果の通知 放５,14

23 経歴放送の申込受付 放６ 23 選挙に関する事項の周知及び棄権防止啓発の実施 法６

24 令92⑧(準⑤⑥)

25 法175③

26 法175

27 法175

28

① 候補者氏名等の告示[選挙区] 法86の４⑪、規88 1 期日前投票及び不在者投票の開始[選挙区]〈比例代表〉 法48の2,49、令50

② 候補者の一のウェブサイト等のアドレスの告示[選挙区] 法86の４⑪ 2 法175②

③ 候補者の被選挙権の有無の照会[選挙区] 法86の８、規91

1 選挙公報[選挙区]の掲載文の申請期限 法168、政31

2 選挙公報［選挙区］の掲載の順序を定めるくじの執行 法169⑥、政36

3 選挙公報掲載文〈比例代表〉の写しの総務省からの受領 法169②

4 選挙公報〈比例代表〉の掲載の順序を定めるくじの執行 法169⑥、政36

5 選挙公報掲載文[選挙区]〈比例代表〉の印刷開始

7/6
（土）

15 2
1 候補者による公営施設使用の個人演説会の開催開始 法161,163、令112、政

24

1 総務省調査(速報)の県選管への報告

(1) 期日前投票所・投票所に使用した大学等数に関する調(速報)

(2) 共通投票所数及び共通投票所投票者数に関する調(速報)

(3) 期日前投票所開閉時刻の繰上げ、繰下げに関する調(速報)

2 期日前投票の中間状況（期日14日前）の県選管への報告

令和元年７月21日執行(想定) 第25回参議院議員通常選挙　　事 務 日 程 表
県選挙管理委員会（選挙長・選挙分会長）の行う事務 根 拠 法 令 市町村選挙管理委員会の行う事務 根 拠 法 令

選挙期日の公示日、立候補の届出日
自治法
74,75,76,80,81,86、
地教法８①

投票管理者及び同職務代理者の選任並びに住所及び氏名の告示
(共通投票所及び期日前投票所を含む)
(二人以上の投票管理者又は二人以上の同職務代理者に交替して職
務を行なう場合は、その職務を行うべき時間)

法37,41の２,48の2、
令24,25、規31

候補者氏名等、名簿届出政党等名称等の通知の受理及び投・開票
管理者への通知

立候補の（推薦）届出の受付並びに市町村選管及び関係機関等への
通知

名簿届出政党等の名称及び略称等の掲示の掲載の順序を定めるくじ
を行う日時及び場所の告示〈比例代表〉

投票所の告示(共通投票所を含む)並びに投・開票管理者への通知

投票記載所の氏名等の掲示[選挙区]の掲載の順序を定めるくじの執
行

在外選挙人が期日前投票をすることができる期日前投票所の指定及
び告示

法49の２②、令65の13
③

投票所の開閉時刻の変更の告示(共通投票所を含む)及び投票管理
者への通知並びに県選管への届出

候補者からの公営施設使用の個人演説会の開催の申出の受付開始

投票記載所の氏名等の掲示[選挙区]の掲載の順序を定めるくじを行
う日時及び場所の告示

選挙分会長及び同職務代理者の選任(住所及び氏名)の告示〈比例
代表〉

投票立会人の選任並びに本人及び投票管理者への通知(共通投票
所を含む)

法38,41の２､令27、規
32

期日前投票立会人の選任並びに本人及び期日前投票管理者への通
知(期日前投票立会人の投票に立ち会うべき日等の通知)

法48の２②、令49の
７

選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所の告示[選挙
区]

選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所の告示〈比例
代表〉

選挙権を有する者の総数の３分の１及び50分の１の数の告示 自治法
74,75,76,80,81,86、
地教法８①

17 0

選挙権を有する者の総数の３分の１及び50分の１の数の告示

参議院比例代表選出議員選挙の選挙長からの名簿届出政党等の名
称等に関する通知の受理並びに同通知の市町村選管への通知

名簿届出政党等の名称及び略称等の掲示の掲載の順序を定めるくじ
の執行

候補者氏名等の掲示[選挙区]及び名簿届出政党等名称等の掲示
〈比例代表(２種類)〉の作成並びに市町村選管への送付

市町村選管から送付を受けた投票記載所の候補者氏名等の掲示[選
挙区]及び名簿届出政党等名称等の掲示〈比例代表〉の確認

点字による候補者名簿（小選挙区）及び名簿届出政党等名簿（比例
代表）等の発注

投票記載所の氏名等の掲示[選挙区]及び名簿届出政党等名称等の
掲示〈比例代表〉の作成及び県選管への確認送付

7/5
(金）

16 1

期日前投票所及び不在者投票記載場所での候補者氏名等[選挙区]
及び名簿届出政党等名称等〈比例代表〉の掲示開始

7/7
（日）

14 3
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月日 期日前 公示後

1 選挙公報[選挙区]〈比例代表〉の印刷期限、市町村選管への送付開始

2 総務省調査(速報)の報告

(1) 期日前投票所・投票所に使用した大学等数に関する調(速報)

(2) 共通投票所数及び共通投票所投票者数に関する調(速報)

(3) 期日前投票所開閉時刻の繰上げ、繰下げに関する調(速報)

3 期日前投票の中間状況（期日14日前）の総務省への報告及び公表

7/9
（火）

12 5
1 選挙公報[選挙区]〈比例代表〉の市町村選管への送付期限 1 選挙公報[選挙区]〈比例代表〉の各世帯への配付開始(送付を受け次

第随時)

7/10
（水）

11 6

7/11
（木）

10 7
1 総務省オンラインシステム投・開票速報リハーサル(２回目) 1 総務省オンラインシステム投・開票速報リハーサル(２回目)

７/１2
（金）

9 8
1 点字による候補者名簿、名簿届出政党等名簿等の市町村選管への

送付(予定)

７/13
（土）

8 9

７/14
（日）

7 10
1 期日前投票の中間状況（期日７日前）の県選管への報告

７/15
（月）

6 11
1 期日前投票の中間状況（期日７日前）の総務省への報告及び公表

７/16
（火）

5 12
1 投票所の告示期限(共通投票所を含む) 法41①,41の２

1 郵便等による不在者投票における投票用紙等の交付請求期限 令59の4

2 郵便等による在外投票の投票用紙等の交付請求期限 令65の11

① 補充立候補の届出期限[選挙区] 法86の４⑤ 1 候補者からの公営施設使用の個人演説会の開催の申出期限 法163

法76 2 開票立会人([選挙区]〈比例代表〉)の選任の届出期限 法62①

3

法76

4 選挙公報([選挙区]〈比例代表〉)の各世帯への配付期限(竹富町) 法170

1 総務省オンラインシステム投・開票速報リハーサル(３回目) 5 法38①,41の２、令27

6 法175③

7 総務省オンラインシステム投・開票速報リハーサル(３回目)

1 投票日に向けての委員長談話発表 1 選挙公報([選挙区]〈比例代表〉)の各世帯への配付期限 法170

2 街頭啓発 2 期日前投票の中間状況（期日２日前）の県選管への報告[選挙区]

1 1 期日前投票及び不在者投票の最終日 法48の2,49、令50

2 繰り上げ投票を行う投票区の投票期日（竹富町） 法56

2 投・開票速報リハーサル 3 投・開票速報リハーサル

3 当日有権者数(見込み数)の取りまとめ 4 投票所入場券の交付完了 令31

4 期日前投票の最終結果の総務省への報告及び公表[選挙区] 5 令28

6 投票所及び共通投票所の設備完了

7 当日有権者数（見込み数）の県選管への報告

8 期日前投票の最終結果の県選管への報告[選挙区]

1 投票日 1 投票日

2 投票状況及び結果の速報（受信、集計、発表） 規51 2 法41の２,134、政４

3 開票日

4 開票状況及び結果の速報（受信、集計、発表） 規75 3 不在者投票を投票管理者へ送致 令60②

4 投票管理者から残余投票用紙、投票に関する書類、物品等の受領 規54,55

5 県選管へ投票状況及び結果を速報 規51

6 開票日

7 県選管へ開票状況及び結果を速報 規75

７/22
（月）

-1 18
1 投票録及び開票録等選挙結果の検収 1 （開票管理者）開票結果を選挙長及び選挙分会長に報告 法66③、令74、規78

1 投票録及び開票録等選挙結果の検収 1 （開票管理者）開票結果を選挙長及び選挙分会長に報告 法66③、令74、規78

2 年齢別投票者数調(18歳・19歳)(速報)の総務省への報告 2

3 共通投票所投票者数の総務省への報告

3 共通投票所投票者数の県選管への報告

7/8
（月）

13 4

令和元年７月21日執行(想定) 第25回参議院議員通常選挙　　事 務 日 程 表
県選挙管理委員会（選挙長・選挙分会長）の行う事務 根 拠 法 令 市町村選挙管理委員会の行う事務 根 拠 法 令

②
➊

選挙立会人[選挙区]及び選挙分会立会人〈比例代表〉の選任の届出
期限

開票立会人([選挙区]〈比例代表〉)の人数制限または政党等制限のく
じの執行、３人に達しない場合の補充選任並びに本人及び開票管理
者への通知

法62、令70の2、規
66,67

③
➋

選挙立会人[選挙区]及び選挙分会立会人〈比例代表〉の人数制限ま
たは政党等制限のくじの執行、３人に達しない場合の補充選任及び
本人への通知

７/17
（水）

4 13

７/18
（木）

3 14

投票立会人の選任期限、本人への参会通知及び投票管理者への通
知(共通投票所を含む)

投票記載所の氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじの執行（ただ
し、補充立候補の届出があった場合）[選挙区]

選挙期日、投・開票日

７/19
（金）

2 15

７/20
（土）

1 16

期日前投票の中間状況（期日２日前）の総務省への報告及び公表[選
挙区]

投票所及び共通投票所で使用する諸物品、選挙人名簿の投票管理
者への送付

７/21
（日）

0 17

７/23
（火）

-2 19

年齢別投票者数調(18歳・19歳)(速報)の県選管への報告(抽出市町
村)

投票所及び共通投票所を設けた場所の入口から300メートル内の区
域にある選挙事務所の閉鎖命令
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月日 期日前 公示後

① 選挙会[選挙区] 法80①

② 選挙長[選挙区]から県選管へ当選人の報告 法101の３①

1 当選人への告知並びに当選人の住所及び氏名の告示[選挙区] 法101の３②

➊ 選挙分会〈比例代表〉 法80①

2 当選証書の付与[選挙区] 法105

3 総務大臣へ当選人の報告[選挙区] 法108①

７/25
（木）

-4 21
➊ 選挙分会の結果を選挙長（総務省）に報告（選挙分会録等の検収） 法81①

1 選挙運動費用収支報告書の提出期限[選挙区] 法189

８/20
（火）

-30 48
1 選挙の効力に関する訴訟の提起期限（選挙期日後30日以内） 法204

８/23
（金）

-33 51
1 当選の効力に関する訴訟の提起期限（当選人の告示後30日以内） 法208①

８/26
（月）

-36 54
① 供託物返還（没収）手続の開始（訴訟の提起がない場合） 法93、令93②

1 選挙運動費用収支報告書の要旨の公表（告示） 法192 1 参議院議員通常選挙に係る総務省各種調査の県選管への回答

2 参議院議員通常選挙に係る総務省各種調査の総務省への回答 2

3

※  根拠法令凡例

　　　　法…………公職選挙法

　　　　令…………公職選挙法施行令

　　　　規則………公職選挙法施行規則

　　　　規…………選挙管理事務執行取扱規程

　　　　政…………選挙運動及び政治活動事務取扱規程

　　　　在規………在外選挙執行規則

　　　　放…………政見放送及び経歴放送実施規程

　　　　公郵規……公職選挙郵便規則

　　　　自治法……地方自治法

　　　　地教法……地方教育行政の組織及び運営に関する法律

※　選管…………選挙管理委員会

選挙執行経費算定資料、執行委託費使途状況調書等の県選管への
提出

市町村選管提出の選挙執行経費算定資料、執行委託費使途状況調
書等の確認及び総務省への報告並びに市町村交付金の精算交付

７/24
（水）

-3 20

8/5
（月）

-15 33

令和元年７月21日執行(想定) 第25回参議院議員通常選挙　　事 務 日 程 表
県選挙管理委員会（選挙長・選挙分会長）の行う事務 根 拠 法 令 市町村選挙管理委員会の行う事務 根 拠 法 令
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令和１年７月３日現在

男 女 計 男 女 計 男 女 計

1 那 覇 市 124,989 136,360 261,349 165 274 439 125,154 136,634 261,788

2 宜野湾市 37,300 40,491 77,791 46 80 126 37,346 40,571 77,917

市 3 石 垣 市 19,871 19,793 39,664 12 11 23 19,883 19,804 39,687

4 浦 添 市 42,778 46,464 89,242 29 60 89 42,807 46,524 89,331

5 名 護 市 24,827 25,444 50,271 172 184 356 24,999 25,628 50,627

6 糸 満 市 24,257 24,060 48,317 67 89 156 24,324 24,149 48,473

7 沖 縄 市 53,353 58,590 111,943 73 142 215 53,426 58,732 112,158

8 豊見城市 24,211 25,622 49,833 23 33 56 24,234 25,655 49,889

部 9 うるま市 48,862 49,416 98,278 168 224 392 49,030 49,640 98,670

10 宮古島市 22,639 22,479 45,118 8 27 35 22,647 22,506 45,153

11 南 城 市 17,664 17,595 35,259 138 148 286 17,802 17,743 35,545

小　計 440,751 466,314 907,065 901 1,272 2,173 441,652 467,586 909,238

12 国 頭 村 2,027 1,894 3,921 24 20 44 2,051 1,914 3,965

国 13 大宜味村 1,413 1,241 2,654 22 34 56 1,435 1,275 2,710

14 東    村 848 697 1,545 20 16 36 868 713 1,581

15 今帰仁村 3,953 3,702 7,655 63 86 149 4,016 3,788 7,804

頭 16 本 部 町 5,574 5,364 10,938 45 73 118 5,619 5,437 11,056

17 恩 納 村 4,325 4,185 8,510 19 31 50 4,344 4,216 8,560

18 宜野座村 2,344 2,336 4,680 31 33 64 2,375 2,369 4,744

郡 19 金 武 町 4,470 4,602 9,072 32 38 70 4,502 4,640 9,142

20 伊 江 村 1,954 1,900 3,854 7 5 12 1,961 1,905 3,866

小　計 26,908 25,921 52,829 263 336 599 27,171 26,257 53,428

21 読 谷 村 15,823 16,643 32,466 50 59 109 15,873 16,702 32,575

中 22 嘉手納町 5,157 5,642 10,799 11 21 32 5,168 5,663 10,831

23 北 谷 町 10,477 11,835 22,312 7 31 38 10,484 11,866 22,350

頭 24 北中城村 6,467 7,173 13,640 38 53 91 6,505 7,226 13,731

25 中 城 村 8,285 8,456 16,741 127 155 282 8,412 8,611 17,023

郡 26 西 原 町 14,019 13,957 27,976 45 57 102 14,064 14,014 28,078

小　計 60,228 63,706 123,934 278 376 654 60,506 64,082 124,588

27 与那原町 7,422 8,064 15,486 20 30 50 7,442 8,094 15,536

島 28 南風原町 14,592 15,555 30,147 25 29 54 14,617 15,584 30,201

29 渡嘉敷村 311 263 574 0 1 1 311 264 575

30 座間味村 422 372 794 0 0 0 422 372 794

31 粟 国 村 326 262 588 0 0 0 326 262 588

尻 32 渡名喜村 175 147 322 1 2 3 176 149 325

33 南大東村 564 414 978 0 0 0 564 414 978

34 北大東村 279 206 485 0 0 0 279 206 485

35 伊平屋村 549 444 993 2 1 3 551 445 996

郡 36 伊是名村 629 524 1,153 2 3 5 631 527 1,158

37 久米島町 3,489 3,070 6,559 2 15 17 3,491 3,085 6,576

38 八重瀬町 12,072 12,458 24,530 55 77 132 12,127 12,535 24,662

小　計 40,830 41,779 82,609 107 158 265 40,937 41,937 82,874

宮 39 多良間村 463 393 856 1 0 1 464 393 857

古 小　計 463 393 856 1 0 1 464 393 857

郡

八 40 竹 富 町 1,860 1,725 3,585 5 6 11 1,865 1,731 3,596

重 41 与那国町 779 584 1,363 0 0 0 779 584 1,363

山 小　計 2,639 2,309 4,948 5 6 11 2,644 2,315 4,959

郡

第１区 130,555 141,094 271,649 168 292 460 130,723 141,386 272,109

沖 第２区 140,306 150,661 290,967 353 516 869 140,659 151,177 291,836

第３区 155,128 160,339 315,467 680 890 1,570 155,808 161,229 317,037

縄 第４区 145,830 148,328 294,158 354 450 804 146,184 148,778 294,962

440,751 466,314 907,065 901 1,272 2,173 441,652 467,586 909,238

県 131,068 134,108 265,176 654 876 1,530 131,722 134,984 266,706

571,819 600,422 1,172,241 1,555 2,148 3,703 573,374 602,570 1,175,944

１．選挙人名簿登録者数に関する調

在外選挙人名簿登録者数 国内＋在外

市 町 村 名 令和1年7月3日現在 令和1年7月3日現在 令和1年7月3日現在

衆
議
院

市 部 計

郡 部 計

合   計

選挙人名簿登録者数
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選挙区 比例代表 選挙区 選挙区 比例代表 計

那 覇 市 18 (18) 18 (18) 98 (98) 98 (98) 3 5 8

宜野湾市 43 (43) 43 (43) 32 (32) 32 (32) 2 4 6

石 垣 市 9 (9) 9 (9) 42 (42) 42 (42) 3 5 8

浦 添 市 40 (40) 40 (40) 32 (32) 32 (32) 3 5 8

名 護 市 12 (12) 12 (12) 34 (34) 34 (34) 3 4 7

糸 満 市 28 (28) 28 (28) 24 (24) 24 (24) 3 4 7

沖 縄 市 17 (17) 17 (17) 44 (44) 44 (44) 3 4 7

豊見城市 11 (11) 11 (11) 16 (16) 16 (16) 3 3 6

うるま市 17 (17) 17 (17) 62 (62) 62 (62) 3 4 7

宮古島市 32 (32) 32 (32) 44 (44) 44 (44) 3 3 6

南 城 市 15 (15) 15 (15) 10 (10) 10 (10) 3 3 6

小　　計 242 (242) 242 (242) 438 (438) 438 (438) 32 44 76

国 頭 村 2 (2) 2 (2) 16 (16) 16 (16) 3 3 6

大宜味村 16 (16) 16 (16) 4 (4) 4 (4) 3 3 6

東　　村 11 (11) 11 (11) 6 (6) 6 (6) 3 3 6

今帰仁村 9 (9) 9 (9) 10 (10) 10 (10) 3 3 6

本 部 町 7 (7) 7 (7) 14 (14) 14 (14) 3 3 6

恩 納 村 5 (5) 5 (5) 8 (8) 8 (8) 3 3 6

宜野座村 2 (2) 2 (2) 9 (9) 9 (9) 3 3 6

金 武 町 2 (2) 2 (2) 4 (4) 4 (4) 3 3 6

伊 江 村 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 3 3 6

小　　計 56 (56) 56 (56) 73 (73) 73 (73) 27 27 54

読 谷 村 2 (2) 2 (2) 12 (12) 12 (12) 3 4 7

嘉手納町 14 (14) 14 (14) 6 (6) 6 (6) 6 4 10

北 谷 町 27 (27) 27 (27) 12 (12) 12 (12) 3 3 6

北中城村 2 (2) 2 (2) 6 (6) 6 (6) 3 3 6

中 城 村 2 (2) 2 (2) 8 (8) 8 (8) 3 5 8

西 原 町 12 (12) 12 (12) 8 (8) 8 (8) 3 3 6

小　　計 59 (59) 59 (59) 52 (52) 52 (52) 21 22 43

与那原町 13 (13) 13 (13) 4 (4) 4 (4) 3 4 7

南風原町 4 (4) 4 (4) 6 (6) 6 (6) 3 3 6

渡嘉敷村 2 (2) 2 (2) 6 (6) 6 (6) 3 3 6

座間味村 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 (6) 3 3 6

粟 国 村 8 (8) 8 (8) 2 (2) 2 (2) 3 3 6

渡名喜村 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 3 6

南大東村 6 (6) 6 (6) 2 (2) 2 (2) 3 3 6

北大東村 7 (7) 7 (7) 2 (2) 2 (2) 3 3 6

伊平屋村 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 5 9

伊是名村 4 (4) 4 (4) 2 (2) 2 (2) 3 3 6

久米島町 3 (3) 3 (3) 8 (8) 8 (8) 3 3 6

八重瀬町 32 (32) 32 (32) 6 (6) 6 (6) 3 4 7

小　　計 92 (92) 92 (92) 51 (51) 51 (51) 37 40 77

多良間村 4 (4) 4 (4) 2 (2) 2 (2) 5 5 10

小　　計 4 (4) 4 (4) 2 (2) 2 (2) 5 5 10

竹 富 町 10 (10) 10 (10) 16 (16) 16 (16) 3 3 6

与那国町 4 (4) 4 (4) 6 (6) 6 (6) 3 3 6

小　　計 14 (14) 14 (14) 22 (22) 22 (22) 6 6 12

市 部 計 242 (242) 242 (242) 438 (438) 438 (438) 32 44 76

郡 部 計 225 (225) 225 (225) 200 (200) 200 (200) 96 100 196

県 合 計 467 (467) 467 (467) 638 (638) 638 (638) 128 144 272

（注）投票立会人数の欄の（　）内の数値は、同一人を比例代表と選挙区の投票立会人としたものの数である。

２　立会人に関する調

県
　
計

区分 市町村名

中
　
　
頭
　
　
郡

島
　
　
尻
　
　
郡

宮
古
郡

八
重
山
郡

市
　
　
部

国
　
　
頭
　
　
郡

開　票　立　会　人

計

投　票　立　会　人期　日　前　投　票　立　会　人

計 比例代表
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区　　分 市町村名

那 覇 市 28 0 0 28 67 0 66 133

宜野湾市 6 0 0 6 3 34 43 80

石 垣 市 3 0 0 3 0 0 20 20

浦 添 市 20 0 0 20 2 31 40 73

名 護 市 4 0 0 4 3 63 0 66

糸 満 市 6 0 0 6 1 2 9 12

沖 縄 市 15 0 0 15 0 26 33 59

豊見城市 7 0 0 7 5 0 6 11

うるま市 8 0 0 8 50 0 8 58

宮古島市 4 0 0 4 1 0 0 1

南 城 市 4 0 0 4 5 0 5 10

市 部 計 105 0 0 105 137 156 230 523

国 頭 村 1 0 0 1 1 0 3 4

大宜味村 17 0 0 17 16 0 32 48

東　　村 4 0 0 4 1 0 2 3

今帰仁村 5 0 0 5 1 1 12 14

本 部 町 4 0 0 4 2 0 20 22

恩 納 村 4 0 0 4 1 11 1 13

宜野座村 1 0 0 1 1 1 0 2

金 武 町 4 0 0 4 3 14 0 17

伊 江 村 1 0 0 1 1 1 3 5

国頭郡計 41 0 0 41 27 28 73 128

読 谷 村 4 0 0 4 1 112 21 134

嘉手納町 4 0 0 4 1 5 0 6

北 谷 町 4 1 0 5 1 54 39 94

北中城村 4 0 0 4 2 10 0 12

中 城 村 4 0 0 4 1 5 4 10

西 原 町 4 0 0 4 1 0 21 22

中頭郡計 24 1 0 25 7 186 85 278

与那原町 4 1 0 5 1 0 0 1

南風原町 4 0 0 4 2 5 9 16

渡嘉敷村 1 0 0 1 1 0 0 1

座間味村 1 0 0 1 1 0 0 1

粟 国 村 1 0 0 1 1 2 10 13

渡名喜村 1 0 0 1 1 0 0 1

南大東村 1 0 0 1 0 1 0 1

北大東村 2 0 0 2 1 0 3 4

伊平屋村 2 0 0 2 1 0 2 3

伊是名村 1 0 0 1 3 0 1 4

久米島町 1 0 0 1 1 0 7 8

八重瀬町 16 0 0 16 2 97 2 101

島尻郡計 35 1 0 36 15 105 34 154

多良間村 1 0 0 1 1 0 2 3

宮古郡計 1 0 0 1 1 0 2 3

竹 富 町 7 0 0 7 2 3 15 20

与那国町 1 0 0 1 1 4 7 12

八重山郡計 8 0 0 8 3 7 22 32

市 部 計 105 0 0 105 137 156 230 523

郡 部 計 109 2 0 111 53 326 216 595

県 合 計 214 2 0 216 190 482 446 1,118

３．期日前投票管理者及び期日前投票所事務従事者に関する調

宮 古 郡

八重山郡

県　  計

市    部

国 頭 郡

中 頭 郡

島 尻 郡

期　日　前　投　票　所　事　務　従　事　者

市町村選管の
書記

合　　計
臨時に職務を
管掌した者

期　日　前　投　票　管　理　者

投票管理者 職務代理者 合　　計 市町村の職員 その他
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区　　分 市町村名

那 覇 市 49 0 0 49 0 326 166 492

宜野湾市 16 0 0 16 0 140 17 157

石 垣 市 21 0 0 21 0 77 57 134

浦 添 市 16 0 0 16 0 119 0 119

名 護 市 17 0 0 17 0 128 6 134

糸 満 市 12 0 0 12 0 130 12 142

沖 縄 市 22 0 0 22 0 61 95 156

豊見城市 8 0 0 8 0 101 29 130

うるま市 31 0 0 31 0 247 0 247

宮古島市 22 0 0 22 0 97 35 132

南 城 市 5 0 0 5 5 78 1 84

市 部 計 219 0 0 219 5 1,504 418 1,927

国 頭 村 8 0 0 8 0 39 2 41

大宜味村 2 0 0 2 0 9 3 12

東　　村 3 0 0 3 0 12 3 15

今帰仁村 5 0 0 5 1 38 2 41

本 部 町 7 0 0 7 0 55 0 55

恩 納 村 4 0 0 4 0 28 0 28

宜野座村 3 0 0 3 2 24 0 26

金 武 町 4 0 0 4 3 29 0 32

伊 江 村 1 0 0 1 1 24 0 25

国頭郡計 37 0 0 37 7 258 10 275

読 谷 村 6 0 0 6 0 71 5 76

嘉手納町 2 1 0 3 0 27 6 33

北 谷 町 6 0 0 6 0 32 10 42

北中城村 3 0 0 3 3 32 0 35

中 城 村 4 0 0 4 0 62 1 63

西 原 町 4 0 0 4 0 33 5 38

中頭郡計 25 1 0 26 3 257 27 287

与那原町 1 0 0 1 1 0 0 1

南風原町 3 0 0 3 3 50 0 53

渡嘉敷村 2 0 0 2 1 8 3 12

座間味村 3 0 0 3 1 7 9 17

粟 国 村 1 0 0 1 1 9 0 10

渡名喜村 1 0 0 1 1 6 3 10

南大東村 1 0 0 1 0 11 0 11

北大東村 1 0 0 1 2 3 2 7

伊平屋村 2 0 0 2 1 16 2 19

伊是名村 1 0 0 1 1 12 0 13

久米島町 4 0 0 4 1 41 6 48

八重瀬町 3 0 0 3 2 80 2 84

島尻郡計 23 0 0 23 15 243 27 285

多良間村 1 0 0 1 1 3 3 7

宮古郡計 1 0 0 1 1 3 3 7

竹 富 町 8 0 0 8 0 8 40 48

与那国町 3 0 0 3 1 10 5 16

八重山郡計 11 0 0 11 1 18 45 64

市 部 計 219 0 0 219 5 1,504 418 1,927

郡 部 計 97 1 0 98 27 779 112 918

県 合 計 316 1 0 317 32 2,283 530 2,845

合　　計
臨時に職務を
管掌した者

投　票　管　理　者

投票管理者 職務代理者 合　　計 市町村の職員 その他

４．投票管理者及び投票所事務従事者に関する調

宮 古 郡

八重山郡

県　  計

市    部

国 頭 郡

中 頭 郡

島 尻 郡

投　票　所　事　務　従　事　者

市町村選管の
書記
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区　　分 市町村名

那 覇 市 2 0 0 2 8 292 103 403

宜野湾市 1 0 0 1 3 164 18 185

石 垣 市 1 0 0 1 2 87 32 121

浦 添 市 1 0 0 1 3 131 0 134

名 護 市 1 0 0 1 3 107 2 112

糸 満 市 1 0 0 1 2 138 14 154

沖 縄 市 2 0 0 2 3 43 182 228

豊見城市 1 0 0 1 5 104 23 132

うるま市 2 0 0 2 4 180 2 186

宮古島市 1 0 0 1 3 63 14 80

南 城 市 1 0 0 1 5 83 1 89

市 部 計 14 0 0 14 41 1,392 391 1,824

国 頭 村 1 0 0 1 1 18 5 24

大宜味村 1 0 0 1 2 21 0 23

東　　村 1 0 0 1 1 14 3 18

今帰仁村 1 0 0 1 1 22 0 23

本 部 町 1 0 0 1 2 51 2 55

恩 納 村 1 0 0 1 2 34 1 37

宜野座村 1 0 0 1 2 20 0 22

金 武 町 1 0 0 1 3 25 0 28

伊 江 村 1 0 0 1 1 29 0 30

国頭郡計 9 0 0 9 15 234 11 260

読 谷 村 1 0 0 1 1 43 3 47

嘉手納町 1 0 0 1 1 49 1 51

北 谷 町 2 0 0 2 1 40 24 65

北中城村 1 0 0 1 2 29 0 31

中 城 村 1 0 0 1 1 61 0 62

西 原 町 1 0 0 1 4 52 9 65

中頭郡計 7 0 0 7 10 274 37 321

与那原町 1 0 0 1 1 67 0 68

南風原町 1 0 0 1 3 52 0 55

渡嘉敷村 1 0 0 1 1 7 5 13

座間味村 1 0 0 1 1 5 5 11

粟 国 村 1 0 0 1 1 9 0 10

渡名喜村 1 0 0 1 1 6 3 10

南大東村 1 0 0 1 0 11 0 11

北大東村 1 0 0 1 2 4 2 8

伊平屋村 1 0 0 1 1 11 0 12

伊是名村 1 0 0 1 2 15 0 17

久米島町 2 0 0 2 1 31 4 36

八重瀬町 1 0 0 1 2 57 4 63

島尻郡計 13 0 0 13 16 275 23 314

多良間村 1 0 0 1 1 4 4 9

宮古郡計 1 0 0 1 1 4 4 9

竹 富 町 1 0 0 1 2 21 6 29

与那国町 1 0 0 1 1 10 5 16

八重山郡計 2 0 0 2 3 31 11 45

市 部 計 14 0 0 14 41 1,392 391 1,824

郡 部 計 32 0 0 32 45 818 86 949

県 合 計 46 0 0 46 86 2,210 477 2,773

宮 古 郡

八重山郡

県　  計

５．開票管理者及び開票所事務従事者に関する調

市    部

国 頭 郡

中 頭 郡

島 尻 郡

開　票　所　事　務　従　事　者

市町村選管の
書記

市町村の職員 その他 合　　計
臨時に職務を
管掌した者

開　票　管　理　者

開票管理者 職務代理者 合　　計
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区　　分 市町村名 市 役 所 支　所 学　校 体育館 左記以外の

町村役場 出張所 幼稚園
(学校以外の
もの）

公共施設

那 覇 市 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 6 0

宜野湾市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

石 垣 市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

浦 添 市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

名 護 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

糸 満 市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

沖 縄 市 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0

豊見城市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

うるま市 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0

宮古島市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

南 城 市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

市 部 計 9 2 0 1 0 0 1 0 5 4 22 1

国 頭 村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

大宜味村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

東　　村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

今帰仁村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

本 部 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

恩 納 村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

宜野座村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

金 武 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

伊 江 村 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

国頭郡計 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 0

読 谷 村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

嘉手納町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

北 谷 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

北中城村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

中 城 村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

西 原 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

中頭郡計 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

与那原町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

南風原町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

渡嘉敷村 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

座間味村 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0

粟 国 村 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

渡名喜村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

南大東村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

北大東村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

伊平屋村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

伊是名村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

久米島町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

八重瀬町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

島尻郡計 9 0 0 0 0 1 0 2 1 1 14 0

多良間村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

宮古郡計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

竹 富 町 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 1

与那国町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

八重山郡計 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 1

市 部 計 9 2 0 1 0 0 1 0 5 4 22 1

郡 部 計 23 0 0 0 1 1 0 6 3 1 35 1

県 合 計 32 2 0 1 1 1 1 6 8 5 57 2

宮 古 郡

八重山郡

県　  計

島 尻 郡

市    部

国 頭 郡

中 頭 郡

６．期日前投票所に使用した施設に関する調

借上料
を要し
た投票
所数

その他 計公会堂 公民館

　　　期　　日　　前　　投　　票　　所　　数

集会施設大学
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区　　分 市町村名
簡易スロー
プ設置

人的介助 その他 措置なし 計 昇降機あり 人的介助 その他 措置なし 計

那 覇 市 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5 6

宜野湾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石 垣 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浦 添 市 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 4

名 護 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸 満 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖 縄 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊見城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うるま市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

宮古島市 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2

南 城 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市 部 計 2 2 0 0 4 9 0 0 0 9 13

国 頭 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大宜味村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東　　村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

今帰仁村 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2

本 部 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

恩 納 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宜野座村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金 武 町 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2

伊 江 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国頭郡計 1 2 0 0 3 1 0 0 0 1 4

読 谷 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

嘉手納町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北 谷 町 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2

北中城村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中 城 村 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

西 原 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中頭郡計 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 3

与那原町 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2

南風原町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

渡嘉敷村 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

座間味村 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2

粟 国 村 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2

渡名喜村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南大東村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北大東村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊平屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊是名村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

久米島町 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2

八重瀬町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島尻郡計 3 5 1 0 9 0 0 0 0 0 9

多良間村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮古郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

竹 富 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

与那国町 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2

八重山郡計 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2

市 部 計 2 2 0 0 4 9 0 0 0 9 13

郡 部 計 5 9 2 0 16 2 0 0 0 2 18

県 合 計 7 11 2 0 20 11 0 0 0 11 31

宮 古 郡

八重山郡

県　  計

合計

入口に段差のあるもの

７．期日前投票所施設における身体障害者等対策に関する調

島 尻 郡

市    部

国 頭 郡

中 頭 郡

入口と同一フロアにないもの
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区　　分 市町村名 市 役 所 支所 学　校 体育館 左記以外の

町村役場 出張所 幼稚園
(学校以外の
もの）

公共施設

那 覇 市 1 3 36 0 0 2 0 0 6 1 49 2

宜野湾市 0 0 8 0 0 0 0 0 2 6 16 6

石 垣 市 0 0 15 0 0 6 0 0 0 0 21 2

浦 添 市 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0

名 護 市 1 3 6 0 0 6 0 0 1 0 17 6

糸 満 市 1 0 6 0 0 3 0 0 2 0 12 3

沖 縄 市 0 0 18 0 0 0 0 3 0 1 22 4

豊見城市 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 8 0

うるま市 0 0 9 0 0 2 0 0 20 0 31 19

宮古島市 1 2 0 0 0 5 0 9 5 0 22 0

南 城 市 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 0

市 部 計 5 8 120 0 0 26 0 16 36 8 219 42

国 頭 村 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 8 6

大宜味村 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0

東　　村 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0

今帰仁村 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 5 2

本 部 町 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 7 0

恩 納 村 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0

宜野座村 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0

金 武 町 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0

伊 江 村 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

国頭郡計 5 0 8 0 1 19 0 2 2 0 37 8

読 谷 村 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 6 1

嘉手納町 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0

北 谷 町 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6 0

北中城村 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2

中 城 村 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4 1

西 原 町 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0

中頭郡計 1 0 12 0 0 7 1 4 1 0 26 4

与那原町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

南風原町 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2

渡嘉敷村 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0

座間味村 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0

粟 国 村 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

渡名喜村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

南大東村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

北大東村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

伊平屋村 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2

伊是名村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

久米島町 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0

八重瀬町 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0

島尻郡計 3 0 2 0 1 7 0 5 4 1 23 5

多良間村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

宮古郡計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

竹 富 町 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 8 4

与那国町 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0

八重山郡計 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 3 4

市 部 計 5 8 120 0 0 26 0 16 36 8 219 42

郡 部 計 10 0 22 0 2 36 1 19 7 1 98 21

県 合 計 15 8 142 0 2 62 1 35 43 9 317 63

宮 古 郡

公民館

八重山郡

県　  計

島 尻 郡

公会堂

市    部

国 頭 郡

中 頭 郡

大学

借上料
を要し
た投票
所数

その他 計

８．投票所に使用した施設に関する調

集会施設

投　　　　　票　　　　　所　　　　　数
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区　　分 市町村名
簡易スロー
プ設置

人的介助 その他 措置なし 計 昇降機あり 人的介助 その他 措置なし 計

那 覇 市 13 1 0 0 14 0 0 0 0 0 14

宜野湾市 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

石 垣 市 0 6 0 0 6 1 0 0 0 1 7

浦 添 市 5 16 0 0 21 0 0 0 0 0 21

名 護 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸 満 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖 縄 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊見城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うるま市 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2

宮古島市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

南 城 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市 部 計 21 23 0 0 44 3 0 0 0 3 47

国 頭 村 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

大宜味村 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

東　　村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

今帰仁村 1 5 0 0 6 0 0 0 0 0 6

本 部 町 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2

恩 納 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宜野座村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金 武 町 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2

伊 江 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国頭郡計 1 9 0 0 10 2 0 0 0 2 12

読 谷 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

嘉手納町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北中城村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中 城 村 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3

西 原 町 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3

中頭郡計 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6

与那原町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南風原町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

渡嘉敷村 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2

座間味村 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3

粟 国 村 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2

渡名喜村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南大東村 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

北大東村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊平屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊是名村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

久米島町 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2

八重瀬町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島尻郡計 2 6 2 0 10 0 0 0 0 0 10

多良間村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮古郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

竹 富 町 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4

与那国町 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2

八重山郡計 1 5 0 0 6 0 0 0 0 0 6

市 部 計 21 23 0 0 44 3 0 0 0 3 47

郡 部 計 4 26 2 0 32 2 0 0 0 2 34

県 合 計 25 49 2 0 76 5 0 0 0 5 81

合計

入口に段差のあるもの

９．投票所施設における身体障害者等対策に関する調

宮 古 郡

八重山郡

県　  計

市    部

国 頭 郡

中 頭 郡

島 尻 郡

入口と同一フロアにないもの
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区　　分 市町村名 市 役 所 支所 体育館 左記以外の

町村役場 出張所 (学校以外の
もの）

公共施設

那 覇 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

宜野湾市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

石 垣 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

浦 添 市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

名 護 市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

糸 満 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

沖 縄 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

豊見城市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

うるま市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

宮古島市 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

南 城 市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

市 部 計 1 0 0 0 0 1 4 1 4 0 11 1

国 頭 村 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

大宜味村 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

東　　村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

今帰仁村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

本 部 町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

恩 納 村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

宜野座村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

金 武 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

伊 江 村 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

国頭郡計 4 0 0 0 1 0 0 2 2 0 9 0

読 谷 村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

嘉手納町 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

北 谷 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

北中城村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

中 城 村 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

西 原 町 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

中頭郡計 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 6 0

与那原町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

南風原町 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

渡嘉敷村 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

座間味村 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

粟 国 村 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

渡名喜村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

南大東村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

北大東村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

伊平屋村 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

伊是名村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

久米島町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

八重瀬町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

島尻郡計 3 0 0 0 0 3 0 2 3 1 12 2

多良間村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

宮古郡計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

竹 富 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

与那国町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

八重山郡計 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0

市 部 計 1 0 0 0 0 1 4 1 4 0 11 1

郡 部 計 10 0 0 0 1 5 0 6 7 1 30 2

県 合 計 11 0 0 0 1 6 4 7 11 1 41 3

県　  計

集会施設公会堂 公民館

宮 古 郡

八重山郡

市    部

国 頭 郡

中 頭 郡

大　学

10．開票所に使用した施設に関する調

開　　　　　票　　　　　所　　　　　数
借上料
を要し
た開票
所数

その他 計

島 尻 郡

学　　校
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その１

７ 名蔵公民館   ７：００～１９：００

８ 川平小中学校   ７：００～１９：００

９ 富野小中学校   ７：００～１９：００

１２ 川原小学校   ７：００～１９：００

１４ 伊野田小学校   ７：００～１９：００

１５ 伊原間公民館   ７：００～１９：００

１６ 野底小学校   ７：００～１９：００

１７ 明石公民館   ７：００～１９：００

１８ 平久保小学校   ７：００～１９：００

２０ 津堅公民館   ７：００～１９：００

２１ 勝連浜イベントセンター   ７：００～１９：００

２２ 比嘉公民館   ７：００～１９：００

２７ 桃原地区防災センター   ７：００～１９：００

２８ B型老人福祉センター   ７：００～１９：００

２９ 伊計集出荷場   ７：００～１９：００

５ 久松地区公民館   ７：００～１８：００

６ 七原コミュニティセンター   ７：００～１８：００

７ 宮原地区農村総合管理施設   ７：００～１８：００

８ 西原地区公民館   ７：００～１８：００

９ 島尻地区農村総合管理センター   ７：００～１８：００

１０ 狩俣集落センター   ７：００～１８：００

１１ 池間公民館   ７：００～１８：００

１２ 大神島離島振興コミュニティセンター   ９：００～１６：００

１３ 国立療養所宮古南静園   ８：３０～１７：００

１４ 宮古島市城辺公民館   ７：００～１８：００

１５ 宮古島市立西城小学校   ７：００～１８：００

１６ 宮古島市立砂川中学校   ７：００～１８：００

１７ 新城公民館   ７：００～１８：００

１８ 女性若者等活動促進施設   ７：００～１８：００

１９ 前里添多目的共同施設   ７：００～１８：００

２０ 宮古島市下地庁舎   ７：００～１８：００

２１ 来間島離島振興総合センター   ７：００～１８：００

２２ 宮古島市上野庁舎１階   ７：００～１８：００

３ 久高島離島振興総合センター   ７：００～１６：００

令和元年７月21日執行予定　第25回参議院議員通常選挙

11.投票所開閉時刻の繰り上げ繰り下げ

市町村名 投票区 投      票      所 投票所開閉時刻

石 垣 市

うるま市

宮古島市

南 城 市
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その２

１ 国頭村立保健センター   ７：００～１８：００

２ 奥間小学校   ７：００～１８：００

３ 佐手公民館   ７：００～１８：００

４ 宜名真公民館   ７：００～１８：００

５ 奥公民館   ７：００～１８：００

６ 楚洲公民館   ７：００～１８：００

７ 安田公民館   ７：００～１８：００

８ 安波公民館   ７：００～１８：００

１ 渡嘉敷村中央公民館   ７：００～１９：００

２ 阿波連生活館   ７：００～１９：００

１ 座間味離島振興総合センター   ８：００～１９：００

２ 阿嘉離島振興総合センター   ８：００～１８：００

３ 慶留間公民館   ９：００～１７：００

１ 南大東村多目的交流センター   ８：００～１９：００

１ 北大東村保健福祉センター   ８：００～１９：００

１ 久米島町役場仲里庁舎   ７：００～１９：００

２ 具志川農村環境改善センター   ７：００～１９：００

３ 旧久米島中学校体育館   ７：００～１９：００

４ 宇江城地区会館   ７：００～１９：００

１ 多良間村役場１階ロビー   ８：００～１９：００

１ 与那国町構造改善センター   ７：００～１９：００

２ 久部良多目的集会施設   ７：００～１９：００

３ 比川多目的集会施設   ７：００～１９：００

１ 竹富島まちなみ館   ７：００～２０：００

２ 小浜公民館   ７：００～２０：００

３ 竹富町農村婦人の家   ７：００～２０：００

４ 竹富町離島振興総合センター   ７：００～２０：００

５ 竹富町地域活性化施設（中野わいわいホール）   ７：００～２０：００

６ 竹富町自然資源活用型交流施設（祖納公民館）   ７：００～２０：００

７ 海人の家（白浜公民館）   ７：００～２０：００

８ 波照間ふれあいセンター   ７：００～２０：００

11.投票所開閉時刻の繰り上げ繰り下げ
令和元年７月21日執行予定　第25回参議院議員通常選挙

与那国町

市町村名 投票区 投      票      所 投票所開閉時刻

国頭村

渡嘉敷村

座間味村

南大東村

北大東村

久米島町

多良間村

竹 富 町

令和元年７月21日執行予定　第25回参議院議員通常選挙

12.投票期日の繰り上げ及び投票所開閉時刻の繰り上げ繰り下げ

投票期日：令和1年7月20日

市町村名 投票区 投      票      所 投票所開閉時刻

- 70 -


